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はじめに  

   

学校教育には、障害のある子どもの自立と社会参加を目指した取組を含め、「共生社会」の形成に向けて、重要

な役割を果たすことが求められています。そのため、文部科学省では、「共生社会」の形成に向けたインクルーシ

ブ教育システムを構築するための特別支援教育を推進しております。 

インクルーシブ教育システムの構築には、「障害のある子供と障害のない子供が、可能な限り同じ場で共に学ぶ

ことを目指すべきであり、その際には、それぞれの子供が授業内容を理解し、学習活動に参加している実感・達

成感をもちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか」という最も本質的な視

点に立つことが重要になります。 

 川崎市では国の動向を踏まえ、平成 27年３月に、今後の川崎市の教育の方向性を示す「かわさき教育プラン第

１期実施計画」が策定されました。基本目標の「自主・自立」「共生・協働」とは、自立した個人が、多様な価値

観を認め合い、互いに支え合い、高め合う精神を持ち、生きがいのある社会を協働してつくり出すということで

す。また、かわさき教育プランと連動して、同年３月に「第２期川崎市特別支援教育推進計画」が策定されまし

た。学校における特別支援教育のさらなる充実と、教育的ニーズのあるすべてのお子さんを対象とした「支援教

育」の推進を柱にしています。 

これらの基本理念を踏まえ、川崎市では、お子さん一人一人の自立と社会参加を見据えて、その時点での教育

的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる学びの場について話し合う、就学相談をおこなっております。就

学相談では、お子さんの教育的ニーズを明らかにして、必要な教育的支援や学習環境の整備等について相談しま

す。また、様々な就学の場を紹介するとともに、お子さんが安心して充実した学校生活を送るためにどのような

ことが必要か、一緒に相談していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 共生社会の形成に向けた支援教育の推進 

本市では、共生社会の形成をめざし、特別支援教育のさらなる充実を図るとともに、教育的ニーズのあ

るすべての児童生徒を対象とした支援教育を推進します。すべての子どもが必要な教育的支援を受け、で

きる限り同じ場で学ぶことを通じて、学習に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過

ごす中で助け合い、支え合って生きていく力を身につけることをめざします。 

かわさき教育プラン 基本政策Ⅲ「一人ひとりの教育的ニーズに対応する」 
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Ⅰ 様々な学びの場について 

１ 通常の学級（学区の小学校）について 

  集団による一斉指導で、小学校学習指導要領に沿った教育が行われます。 

 

  

 

 

 

 

２ 通級指導教室について 

通常の学級に就学した場合、お子さんの状況や必要に応じて、障害の改善・克服を目的とする通級指導教室

を利用することができます。保護者の付き添いで在籍校から通級指導教室設置校に週１回１時間程度通う設置

校方式と、通級担当者が在籍校を訪れ在籍校の一室で指導を受ける巡回方式があります。設置校方式、巡回方

式のどちらの方式で指導を行うかは、個別の指導計画に基づき、通級指導教室が決めます。いずれの方式も単

なる教科の遅れを補充するための学習指導は行いません。 

お子さんの状況に応じて、難聴、言語、情緒関連の通級指導教室が設置されています。難聴は市内に 1教室、

言語と情緒関連は各区に１教室ずつ設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通級指導教室が設置されている小学校・特別支援学校】 

在籍校の所在地 通級指導教室（難聴） 通級指導教室（言語） 通級指導教室（情緒関連） 

川崎区 

市立聾学校 

川崎小学校 川崎小学校 

幸区 御幸小学校 御幸小学校 

中原区 東住吉小学校 東住吉小学校 

高津区 久本小学校 久本小学校 

宮前区 宮前平小学校 富士見台小学校 

多摩区 三田小学校 東生田小学校 

麻生区 はるひ野小学校 はるひ野小学校 

通級指導教室での指導に合わせて、通級指導教室センター的機能担当教員が通級指導教室を利用している児童

の在籍校との支援連携（支援教育コーディネーターへの助言等）を実施しています。（P.７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

・各学校では、支援教育コーディネーターの教員（以下、支援教育コーディネーター）を中心に、「特別支援教育校

内委員会」（名称は学校ごとに異なります）が設置され、お子さんにとって「必要な支援」を検討します。 

・担任による支援（座席の配慮、個別の言葉かけ等）が基本となります。お子さんと学校の状況に応じて、複数の教

員による授業（ティームティーチング）や別の場で個別のニーズに合わせた分かりやすい指導などが行われる場

合もあります。 

< 難 聴（市立聾学校に設置） > 

補聴相談、聞こえにくいことに起因する対人関係面や学習面の遅れがあるなどの心配がある場合。   

< 言 語 （各区に１教室設置）> 

発音に誤りがある、話すときに言葉がつまったり同じ音を繰り返したりする、言葉の遅れがある、知的な

遅れはないが読み書きが苦手、理解や表現に偏りがあるなどの心配がある場合。  

<情緒関連（各区に１教室設置）> 

コミュニケーションのとり方に困っている、場面の切り替えが苦手、集団に入りにくい、感情のコントロ

ールがしにくいなどの心配がある場合。  

 

 

 

 

◇難聴の通級指導教室の利用を検討される方は、令和７年１月以降、聾学校へ相談の申込をしてください。 

◇言語、情緒関連の通級指導教室の利用については、小学校入学後、サポートの一つとして考えていきまし

ょう。まずは、小学校の担任、支援教育コーディネーターに相談し、お子さんの支援について考え、個別

の指導計画等を作成しましょう。 

◇言語、情緒関連の通級指導教室の申込は、入学後、学校の相談を通しての申込になります。 
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３ 特別支援学級（学区の小学校）について 

通級指導教室よりも学校生活全般に支援が多く必要な場合、学習上および生活上の支援ニーズが高いお子さ

んの学びの場です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【時間割の例】 

※学級種別が同じであっても、教育的ニーズや発達段階（学年）の違いによって教育課程は異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市内のすべての市立小学校に設置されています。 

・障害の状態や必要な支援によって学級種別が決定され、学級編制がされています。 

（知的障害  肢体不自由  病弱・身体虚弱  弱視  難聴  自閉症・情緒障害） 

・国の基準で、学級種別ごとに８名までで１学級が設置され、担任は１学級１名が原則です。 

・特別支援学級では、お子さんの実態と学校の状況に応じて、特別な教育課程を編成して教育活動を行いま

す。 

・学習面だけでなく、生活面、行動面、対人関係面など幅広く指導します。 

・多くの学校では、小集団指導や集団学習を中心に、必要に応じて個別の課題に応じた学習の時間を取り入

れています。 

・交流及び共同学習（通常の学級での学習）は、お子さんの状況と学校の状況から内容や形態について、学

校と相談します。 

月 火 水 木 金 

日常生活の指導（朝の会など） 

国語 算数 ★生活 国語 ★音楽 

★音楽 ★図工 
生活単元
学習 

★体育 算数 

★生活 国語 自立活動 国語 

算数 ★体育  道徳 ★図工 

 
【知的障害特別支援学級の時間割の例】 

★印は交流の時間 

月 火 水 木 金 

国語 国語 ★生活 道徳 ★図工 

算数 算数 ★体育 ★生活 ★図工 

★体育 ★生活 国語 国語 ★体育 

自立活動 ★国語 算数 算数 国語 

★音楽 ★学活  ★音楽 算数 

 
【自閉症・情緒障害特別支援学級の時間割の例】 

★印は交流の時間 

・市立特別支援学校地域支援部担当教員がセンター的機能として、市立小中学校の特別支援学級に訪問支援

を行い、児童生徒の指導などについて特別支援学級の教員への助言等を行っています。 

 

 

※特別支援学校のセンター的機能：学校教育法第74条や特別支援学校学習指導要領により、特別支援学校には特

別支援教育のセンター的機能が規定されています。専門性を活かし、小中学校等に在籍する支援が必要な児童生

徒の教育について助言等を行うものです。 
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４ 特別支援学校小学部（県立・市立）について 

  健康面や生活面、行動面等の様子から支援が非常に多く必要な場合、「特別支援学校小学部」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部門 学校名 所在地 

知的障害 
県立鶴見支援学校 横浜市鶴見区 

県立高津支援学校 高津区 

知的障害・ 

肢体不自由併設 

市立田島支援学校 桜校     ※ 
川崎区 

市立田島支援学校 さくら分教室 

市立中央支援学校 大戸分教室 中原区 

市立中央支援学校 稲田分教室 多摩区 

県立麻生支援学校        ※ 麻生区 

肢体不自由 県立中原支援学校        ※ 
中原区 

聴覚障害 市立聾学校 

視覚障害 
県立平塚盲学校 平塚市大原 

横浜市立盲特別支援学校 横浜市神奈川区 

※印の学校では、訪問による教育が行われています。また、医療的ケアが必要な児童生徒のために看護師を配置

しています。市立特別支援学校では、医療的ケアが必要な児童生徒の状況に応じて看護師が学校を訪問してケ

アを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 入院して治療している方への支援 

・入院などにより通学が困難な児童のため、院内学級や訪問による教育があります。個々の状況については、総

合教育センターでの就学相談の際にお話しください。 

６ 医療的ケアが必要な方への支援 

・市立学校では、医療的ケア児童への必要な支援を行っています。個々の状況については、総合教育センターで

の就学相談の際にお話しください。 

田島支援学校小学部 桜校とさくら分教室について 

・桜校では、ゆったりした日課で、可能な限り一人一人の状況に合わせた日課を提供し、お子さんの成長を促

します。また、看護師が配置され、医療的ケアを行う体制が整っています。 

・さくら分教室では、お子さんの実態に合わせて、さくら小学校の通常の学級との交流及び共同学習を実施し

ています。時間割はさくら小学校の日課に合わせた形になります。 

※同じ田島支援学校小学部であっても、桜校とさくら分教室とは日課や教育課程が異なるので、どちらの教育

課程が適切であるかについては、就学相談、川崎市教育支援会議での審議を経て、川崎市教育委員会が総合

的に判断します。 

・川崎市には、知的障害教育部門、肢体不自由教育部門、聴覚障害教育部門の特別支援学校があります。 

・知的障害教育部門、肢体不自由教育部門設置の特別支援学校は、支援ニーズの高い児童が対象です。多

くの場合、「自立活動」「日常生活の指導」「遊びの指導」「生活単元学習」などを中心とした教育課程を編

成しています。聴覚障害教育部門の特別支援学校では、基本的に小中学校に準ずる教育課程を編成して

います。 

・知的障害教育部門、肢体不自由教育部門設置の特別支援学校では、教育部門ごとにそれぞれの通学地域

を定め、スクールバスを運行しています。運行している地域と経路は、ある程度決まっています。 

・国の特別支援学校の教員配置基準で、教員が配置されています。 

・各学校の入学予定者数はある程度決まっています。 
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Ⅱ 就学相談の流れについて 

 

１ 就学相談の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 年間スケジュール 

  就学相談の主な流れは以下の表のとおりです。検討している学びの場によって就学相談の流れが異なります

ので、詳しい流れについては５ページ以降で確認してください。 

 

４月中旬 就学説明会の資料と動画を川崎市総合教育センター等のホームページに掲載します。 

5月 
Aの方 就学相談申込の締切（５月31日までに郵送） 

6月 小学校の学校見学会 

県立・市立特別支援学校の学校説明会 

Bの方 就学相談申込の締切（６月30日までに郵送） 

総合教育センターでの相談を終えられた方から、小学校での個別の教育相談開始（AとBの方） 

7月  

8月  

9月 小学校での個別の教育相談開始（Cの方） 

川崎市教育支援会議専門部会（9月より開催） 

10月  

11月 各小学校での就学時健診 

☆第２回川崎市教育支援会議 

12月  

1月 学校指定通知書発送 

指定変更手続き 

☆第３回川崎市教育支援会議 

2月 各学校での入学説明会 

3月 ☆第４回川崎市教育支援会議 

4月 入学 

幼稚園や保育園等で個別に加配教員が付くなどのサポ

ートを受けており、小学校生活に心配がある方 

特別支援学級か通常の学級か迷っている方 

特別支援学級を検討している方 

通常の学級を希望している方 

特別支援学校か特別支援学級か迷っている方 

特別支援学校を検討している方 

Ａ   ５ページへ 

Ｂ   ６ページへ 

Ｃ  ７ページへ 

通級指導教室の利用を検討している方 
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※切手代は2024年秋頃に変更される予定です。ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．川崎市教育支援会議専門部会（９月より開催） 
・障害のある子どもの就学について専門的な知識を有する委員によって組織する「川崎市教育支援会議専門部
会」において、お子さんの教育的ニーズと必要な支援について意見を聞きます。 

７．川崎市教育支援会議（11月、１月、３月） 
・学校関係者、医師、学識経験者等の専門的な知識を有する委員によって組織する「川崎市教育支援会
議」において、お子さんの教育的ニーズと必要な支援について意見を聞きます。 

２．総合教育センターでの相談 
・お子さんの行動観察、保護者との相談を行います。 
・教育的ニーズを把握してお子さんにどのような支援が必要か、どのような教育環境が合っているか相談します。 

４．小学校での個別の教育相談 
・保護者から直接小学校に電話して、支援教育コーディネーターと日時を決め
てください。 

・現在のお子さんの状況、幼稚園、保育園、療育センター等での支援について
伝えましょう。 

・総合教育センターでの相談の様子を伝えましょう。 
・小学校での支援体制について聞きましょう。 
・お子さんの必要な支援等について相談しましょう。 
・校長、支援教育コーディネーターと相談しましょう。 

６月～ 
幼稚園、保育園、療育
センター等への訪問 
幼稚園、保育園、療育セン
ター等へ総合教育センター
職員が訪問し、お子さんの
様子を観察することがあり
ます。 

就学相談の流れ Ａ 

６．特別支援学校での入学相談 
・総合教育センターから連絡を受けた保護者は、就学
先の特別支援学校と連絡を取り、入学相談の日程を
決めます。入学相談ではお子さんも一緒に就学予定
先の学校に行き、相談を行います。 

８．就学先の決定 
・川崎市教育支援会議の審議結果を受けて川崎市教育委員会として総合的な判断を行います。  
・令和６年 12月以降に「入学通知書」が届きます。 

３．行動観察の様子の報告 
・相談後２～３週間で、就学相談時のお子さんの様子について電話等でお伝えします。 
・教育的なニーズや学校での必要な支援についてお伝えし、行動観察の場面から考えられる教育的ニーズや学校
での必要な支援についてご提案します。 

プロフィール票を活用しましょう 

特別支援学校 特別支援学級 相談継続 

 

６月 
小学校の学校見学会 
 
県立・市立特別支援 
学校の学校説明会 

１．就学相談の申込 
・「就学相談申込票A」「プロフィール票（コピー）」「返信用封筒(84
円切手貼付）」に必要事項を記入の上、郵送してください。 

５月 31日（金）までに 

郵送してください。 

（消印有効） 

６．継続して相談 
特別支援学級の体験入級を
するなど、継続して相談を
します。 
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※切手代は2024年秋頃に変更される予定です。ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学後の相談について 

・小学校では、支援教育コーデ

ィネーターが教育相談の窓口

になっています。入学後、心

配なことや支援について相談

したい時は、まず支援教育コ

ーディネーターに相談しまし

ょう。 

・入学後も総合教育センター相

談室での相談は可能です。そ

の際は、改めて来所相談の申

込をしてください。 

２．総合教育センターでの相談 
・お子さんの行動観察、保護者との相談を行います。 
・教育的ニーズを把握してお子さんにどのような支援が必要か、どのような教育環
境が合っているか相談します。 

 

４．小学校での個別の教育相談 
・保護者から直接小学校に電話して、支援教育コーディネーターと日時を決めてください。 
・現在のお子さんの状況、幼稚園、保育園、療育センター等での支援について伝えましょう。 
・総合教育センターでの相談の様子と学びの場の意向を伝えましょう。 
・小学校での支援体制（通常の学級・特別支援学級）について詳しく聞きましょう。 
・お子さんの必要な支援等について相談しましょう。 
・お子さんと一緒に校長、支援教育コーディネーターと相談をしましょう。 

７．川崎市教育支援会議（11月、１月、３月） 
・学校関係者・医師・学識経験者等の専門的な知識を有する委員によっ
て組織する「川崎市教育支援会議」において、お子さんの教育的ニー
ズと必要な支援について意見を聞きます。 

８．就学先の決定 
・川崎市教育支援会議の審議結果を受けて川崎市教育委員会として総合
的な判断を行い、学校長へ通知します。 

・令和７年１月に、小学校への「入学指定校通知書」が届きます。特別
支援学級へ入級する旨の特別な通知はありません。 

・体験入学、入学式当日の流れ等について、必要に応じて小学校と相談
しましょう。 

就学相談の流れ Ｂ 

５．総合教育センターへ連絡（小学校との個別の教育相談後、早めに） 
・小学校での個別の教育相談の内容を伝えましょう。 
・就学の場について、保護者の意向を確認させていただきます。 

３．行動観察の様子の報告 
・相談後３～４週間で、就学相談時のお子さんの様子について電話等でお伝えしま
す。 
・教育的なニーズや学校での必要な支援についてお伝えし、行動観察の場面から考
えられる学びの場（特別支援学級・通常の学級等）についてもご提案します。 

６．川崎市教育支援会議専門部会（９月より開催） 
・障害のある子どもの就学について専門的な知識を有する委員によって
組織する「川崎市教育支援会議専門部会」において、お子さんの教育
的ニーズと必要な支援について意見を聞きます。 

特別支援学級に入級 通常の学級 

プロフィール票を活用しましょう 

１．就学相談の申込 
・「就学相談申込票B」「プロフィール票（コピー）」「返信用封筒(84
円切手貼付）」に必要事項を記入の上、郵送してください。 

6月 30日（日）までに 

郵送してください。 

（消印有効） 

６月 
小学校の学校見学会 
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※小学校での相談後、特別支援学級入級の意向があれば、総合教育センターでの就学相談を申し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学相談の流れ Ｃ 

小学校での個別の教育相談（９月～） 
・９月以降、保護者から直接小学校に電話して、支援教育コーディネーターと日時を決めてください。 

・現在のお子さんの状況や必要な支援について伝えましょう。 

・小学校での支援体制（通常の学級・特別支援学級等）について詳しく聞きましょう。 

プロフィール票を活用しましょう 

入学後の相談について 

・小学校では、支援教育コーディネーターが教育相談の窓口になっています。入学後、心配なことや支援

について相談したい時は、まず、支援教育コーディネーターに相談しましょう。 

・入学後も総合教育センター相談室での相談は可能です。改めて来所相談の申込をしてください。 

通級指導教室（難聴）を検討している方について 

・令和７年１月以降、聾学校へ通級指導教室の相談申込をしてください。 

・入学後も相談の申込はできます。その場合、支援教育コーディネーターや学級担任と相談の上、通級指

導教室へ相談の申込をしてください。 

通級指導教室（言語・情緒関連）を検討している方について 

・入学前から通級の利用を検討したいことを小学校に伝えておきましょう。特に、現在、言語の指導を受

けており、言語の通級指導教室を検討されている方は、入学前から小学校と相談しておきましょう。 

・入学後、支援教育コーディネーターや学級担任と相談の上、通級指導教室へ相談の申込をしてくださ

い。 

通級指導教室センター的機能 

・通級指導教室での指導に合わせて、通級指導教室センター的機能担当教員が通級指導教室を利用している

児童の在籍校での支援連携（支援教育コーディネーターへの助言等）を実施しています。また、通級指導

教室の利用を検討している児童についても支援連携を行っています。 
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Ⅲ 就学相談の申込について 

１ 申込方法 

①就学相談申込票AまたはBとプロフィール票を記入しましょう。（裏面もあります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②定型封筒２通と切手を準備します。（申込封筒・返信封筒） 

＊申込封筒・返信用封筒ともに１１０円切手を貼ってください。 

 

③プロフィール票をコピーして、申込封筒に宛名用紙を利用して貼り付け、返信用封筒に申込者の住所とお名

前を記入します。 

 

 ④以下を申込封筒に入れて、郵送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報を送付するので「特定記録郵便」等の郵送方法を検

討されてもよいかと思います。 

返信用封筒 

１１０円切手 

〒000-0000 

川崎区●● 

川崎太郎 様 

 

住所名前を記

入します。 

名前には様を

つけてくださ

い。 

プロフィール票 

コピー 

チェック１ □ 就学相談申込票 

チェック２ □ プロフィール票のコピー 

チェック３ □ 返信用封筒（８４円切手） 

チェック４ □ 就学説明動画視聴 
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２ 申込期日 

・申込期日は検討している学びの場によって異なります。（P.４参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 申込先 

・住所により、相談室が異なり、郵送先が違いますので、注意してください。 

川崎区・幸区・中原区      ： 塚越相談室  🏣212-0024 川崎市幸区塚越１－６０ 

高津区・宮前区・多摩区・麻生区 ： 溝口相談室  🏣213-0001 川崎市高津区溝口６－９－３ 

４ 相談日の決定 

申込後２～３週間程度で、総合教育センターの相談担当者から保護者宛に、返信用封筒を利用して相談日時

のお知らせを郵送します。相談日時の変更等がある場合は、相談担当者に直接電話でご連絡をお願いします

（電話連絡は平日の午前９時00分から午後５時00分）。 

※相談時間については、「相談日時のお知らせ」で必ず確認してください。 

 

 

 

 

Ⅳ 就学相談 当日について 

１ 当日の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

相談開始時間は平日 9時、10時、11時、13時、14時、15時、16時から設定します。相談時間は 40分と

なります。例：9時から相談の案内が来た場合は「9:00～9:40」となります。 

来所時 

・保護者はお子さんと一緒に来所します。相談開始時間の５分前には必ず到着するようにお願いします。 

・相談室窓口でお子さんのお名前と相談担当者の名前をお伝えください。相談時間になるまで、待合室でお

待ちください。＊約束の時間より大幅に遅れた場合は日時を再設定することがあります。 

保護者とのご相談…お子さんとは別の部屋でお話をします 

・保護者の方から、現在のお子さんの様子、就学にあたって心配なことや意向、生育歴などを伺います。相

談の中でお子さんの教育的ニーズを確認し、よりよい就学の方向性を一緒に考えます。 

・これまでの成長の様子、家庭での様子（家族とのかかわり、身の回りのこと）、幼稚園、保育園、療育センター等で

の様子（友だちとのかかわり、指示理解、集団生活） 、病院や療育センターでの診断、発達検査の結果、手帳など

についてお話を伺います。 

お子さんの行動観察…保護者の方とは別の部屋で行動観察をします 

・お子さんは、子ども担当が一緒に活動しながら、簡単な課題や行動観察を行います（発達検査ではありませ

ん）。入院等の事情により、本人の来所が難しい場合は事前にご連絡ください。 

＜就学相談の流れ Ａ の場合＞ 
 5月 31日（金）までに総合教育センター宛に郵送してください。（消印有効） 
 下記の日程で行動観察を実施します。都合の悪い日程を相談申込票に記載してください。 
 
 

 
 

 
＜就学相談の流れ Ｂ の場合＞ 
 6月 30日（日）までに総合教育センター宛に郵送してください。（消印有効） 
 
＜就学相談の流れ Ｃ の場合＞ 
 ９月以降、まず、各学校で個別の教育相談をしましょう。 

塚越相談室 ①６月13日（木） ②６月19日（水） ③６月21日（金） ④６月26日（水） 

溝口相談室 ①６月14日（金） ②６月20日（木） ③６月24日（月） ④６月27日（木） 
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 ２ 当日の持ち物 

・プロフィール票の原本。 

・療育手帳、身体障害者手帳等を取得されている場合は、その写し（カバーから外し、表面を開いた状態のも

の）。 

・発達検査や医師の診察を受けている方は、発達検査や医師の診断（療育センターの医師を含む）等の写し、

またはメモ等（医療機関や療育機関に結果等をご確認ください）。 

 

 

 

 

Ⅴ その他 

 

 

Ⅴ 留意点等について 

 

１ 留意点について 

 

＜総合教育センターでの相談後＞ 

・総合教育センター相談担当者と保護者で、適宜電話での情報交換や来所相談を行っていきます。 

・「手帳の更新、発達検査の実施、医師の診断、服薬等の変更」など新たな情報が生じた場合は、相談担当者

に必ず連絡してください。 

・プロフィール票を活用するなどして保護者と学校でよくご相談ください。 

・必要に応じて幼稚園、保育園、療育センター等と、情報交換またはお子さんの様子を観察させていただく

ことがあります。また、保護者の同意を得て、医療機関と連携をとることがあります。同様に、各学校と

連絡を取り合うことがあります。また、お子さんに必要な支援について、川崎市教育支援会議で意見を聴

取する場合があります。 

 

 

 

＜お子さんの相談時の様子と必要な支援について＞ 

・相談後２～４週間で、お子さんの相談時の様子と必要な支援について、相談担当者から電話でお伝えしま

す。（午前９時から午後５時まで） 

 ※お電話または来所での報告となります。書面での報告は行っていませんので、御了承ください。 

・必要に応じて、繰り返し相談日を設定することも可能です。 

＜プロフィール票の活用＞ 

・「プロフィール票」には、お子さんの様子がまとめて書かれています。学校との個別の教育相談をする際に

は「プロフィール票」を活用し、お子さんの様子を伝えましょう。 

・川崎市立学校入学後、特別支援学校・特別支援学級のお子さんについてはサポートノート（個別の教育支

援計画・個別の指導計画）を作成します。その時にも「プロフィール票」をサポートノートの一部として使

います。 

＜入学まで＞ 

・就学先が決定した後も、これからの支援や学校との連携など心配なことがあれば、総合教育センターでの

相談を行うことができます。 

 

お子さんにとってより適した学びの場を考えるには、十分な情報収集が必要です。そのために、発達検査

や医師の診断等、お子さんの障害の程度や状態がわかる資料を提出していただいています。できるだけ就

学相談を受ける前に、療育機関や医療機関等で発達検査や医師の診断などを確認しておいてください。 
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＜その他＞ 

・就学相談は令和７年３月３１日で終了となります。就学相談時の資料は、就学後５年間保存した後、廃棄し

ます。 

・就学相談を行う上で必要とした個人情報については、就学相談及び就学先決定以外の目的で使用することは 

ありません。 

・就学後に教育相談を希望される場合は、改めて電話でお申し込みください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

２ 学区外の小学校への就学（指定変更）について  

 

各学校には通学区域が定めてあり、お子さんは原則としてお住まいの住所を通学区域とする学校に通います。 

ただし、家庭や個人の特別な事情から、やむを得ず入学指定校を変更する必要がある場合に限り、指定変更手

続きを申請することができます。「指定変更の手続き」は、お住まいの区役所から令和７年１月に学校指定通知

がご家庭に届いてから行います。 

※詳しくは川崎市教育委員会のホームページ内「市立小中学校の指定変更手続きについて」（下記２次元コード

で読み取り）でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立小中学校の指定変更手続きについて 

http://www.city.kawasaki.jp/880/category/9-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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Ⅵ 就学先の決定について 

１ 就学先の決定 

就学先の決定に当たっては、お子さんの障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整

備の状況、その他の事情から総合的に判断します。 

また、就学相談においては、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を可能な限り尊

重し、本人・保護者や教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、

学校関係者、医師、学識経験者等の就学について専門的な知識を有する委員によって組織する「川崎市教育支援

会議」において、お子さんに適した就学先について審議し、最終的には川崎市教育委員会が決定します。（学校教

育法施行令第５条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 障害の程度 

学校教育法施行令第２２条の３に示されている「障害の程度」に該当する者のうち、「その者の障害の状態、

その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して」教育委員

会が特別支援学校に就学させることが適当であると認める者が、特別支援学校に就学します。（学校教育法施行

令第５条） 

 

３ 学びの場の見直しについて 

就学時に決定した「学びの場」は、固定したものではなく、それぞれの児童生徒の発達の程度、適応の状況

等を勘案しながら、学びの場を見直すことも可能です。 

 

４ 合意形成に至らなかった場合 

就学相談では、保護者と丁寧に相談を進めていきますが、就学先の決定に不服がある場合は、行政不服審

査法に基づく審査請求を行うことも可能です。 

 

＜参考法令等＞ 

・学校教育法第８章「特別支援教育」 

・学校教育法施行令第５条、17条、18条、22条等 

・学校教育法施行規則第８章「特別支援教育」 

・「学校教育法施行令の一部改正について（通知）」（平成25年９月１日付け25文科初第655号） 

・「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）」（平成25年10月４日 25文科初第756号） 

・「障害のある子供の教育支援の手引き ～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～」令和３年６月 文部

科学省 

総合的に判断し川崎市教育委員会が就学先を決定 

お子さんの 

障害の状態 教育上必要な 

支援の内容 

地域における 

教育の体制整備状況 

その他、 

本人・保護者の願い、

専門的見地からの意見 
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【資料】相談室の案内 

＜塚越相談室＞ 

原則として川崎・幸・中原区 

電話：５４１－３６３３ 

住所：幸区塚越１－６０ 

塚越中学校に隣接しています。 

 

＜自動車＞ 

・駐車場が利用できます。 

＜交通機関＞ 

・ＪＲ南武線 鹿島田駅より徒歩約８分 

・臨港バス【川60】川崎駅西口発 鹿島田行

または元住吉行バス「明治橋」下車徒歩 2分 

 

              

塚越相談室案内２次元コード 

 

＜溝口相談室＞ 

原則として高津・宮前・多摩・麻生区 

電話：８４４－３７００ 

住所：高津区溝口６－９－３ 

国道２４６号線沿い 

 

＜自動車＞ 

・駐車場が利用できます。 

＜交通機関＞ 

・ＪＲ南武線 武蔵溝ノ口駅より徒歩約 20

分、東急田園都市線 高津駅より徒歩 15

分、二子新地より徒歩10分 

・東急バス【向02】向ケ丘遊園駅南口発 二

子玉川行バス20分「高津営業所前」下車徒

歩1分 

  

 

                   溝口相談室案内２次元コード 

 

明治橋バス停 

高津営業所バス停 


